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東京都下水道局と東京都公立大学法人との 

包括連携協定の締結について 
 
 
東京都下水道局では、都民の安全を守り、安心で快適な生活を支えるために、

新技術の開発を通じて、下水道サービスの向上を図っています。 
東京都公立大学法人（東京都立大学、東京都立産業技術大学院大学、東京都立

産業技術高等専門学校）では、東京都が設置する唯一の公立大学法人として、東

京都のシンクタンク機能を果たすべく、東京都各局との連携に取り組んでいま

す。 
今般、下水道局の知見やフィールドを活用し、東京都公立大学法人の教育研究

力を活かした緊密な連携を図るため、下記のとおり包括連携協定を締結いたし

ました。 
今後、両者の連携を一層強化し、都の下水道環境の一層の充実・向上に資する

取組を推進してまいります。 
 

記 
１ 協定締結日 
  令和２年４月１日 
 
２ 連携して取り組む事項 
（１）共同研究等の実施 
（２）共同研究等を通しての人的交流等の諸施策 等 
 
 


